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介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書 

 

  あなた（利用者及び利用者のご家族）が利用しようと考えている介護予防支援サービス

及び介護予防ケアマネジメントについての重要事項は下記のとおりです。 

 

１． 事業所の概要について 

(1)  事業所の所在地等 

運営主体 社会福祉法人 盛幸会 

代表者（役職・氏名） 理事長 吉川 渉 

事業所名 明峰地域包括支援センター 

所在地 川西市西多田字平井田筋５番地 

連絡先 
電 話 ０７２－７９３－２７０３ 

ＦＡＸ ０７２－７９３－０６３５  

事業所の指定番号 川西市指定第５号事業所番号 第 2803100052 号 

事業開始時期 平成２１年 ４ 月 １ 日    

事業所の管理者 木場 直子 

通常の事業の実施地域 

鴬台 1 丁目～2 丁目、鴬が丘 

錦松台 

滝山町 8 番 

西多田 1 丁目 1 番・2 番、西多田字上平井田 

萩原 2 丁目～3 丁目、萩原台東 1 丁目～2 丁目 

萩原台西 1 丁目～3 丁目 

南野坂 1 丁目～2 丁目、南野山 

湯山台 1 丁目～2 丁目、湯山裏 

 

提供時間 
月曜日から金曜日 午前 9 時～午後 5 時 30 分  

（休祝日、年末・年始の休業日を除く） 

 

 

(2)  事業の目的および運営の方針 

 

事業目的 

利用者が、主体的な活動と参加の意欲を高め、住み慣れた地域で安

心して尊厳を持って自分らしく日常生活を継続することができる

ように支援します。 

 

 

 

１ 利用者自身ができることは自分で行い、持っている力を発揮

し、自立した日常生活を意欲的に送ることができるように支援し

ます。 
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運営方針 ２ 事業の実施にあたっては、できる限り介護が必要な状態になら

ないよう「介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事

業」を適切に確保できるようその調整に努めます。 

３ 事業の実施にあたっては、利用者自身が「役割や生きがいを持っ

て生活できる」と思うことができるよう、地域の力を借りながら、

新たな仲間づくりの場や楽しみとなるような生きがい活動の場

への参加に焦点をあて、生活の意欲を高めることができるよう、

支援します。 

 

 

２.当事業所の職員体制について 

職    種 人 数 勤 務 体 制 

管理者 １ 名 
常 勤  １名 

（兼務） 

保健師等 ２ 名 常 勤 

社会福祉士等 １ 名 常 勤 

主任介護支援専門員 １ 名 常 勤 

認知症地域支援推進員 １ 名 常 勤 

介護支援専門員 ０ 名 常 勤・非常勤 

 

３．提供するサービスの内容と料金について 

(1)  サービス内容   

サービス内容 提 供 方 法 

介護予防支援、及び、

介護予防ケアマネジメ

ントの提供 

提供するサービスがめざす目標、目標の達成時

期、サービスを提供するうえでの留意点などを記載

した介護予防サービス計画及び介護予防ケアプラン

を作成し、交付します。 

介護予防サービス計画

及び介護予防ケアプラ

ンの変更及びサービス

提供事業者との連絡調

整 

介護予防サービス計画及び介護予防ケアプランの

作成後においても、利用者及び利用者のご家族、指

定介護予防サービス事業者及び指定介護予防・生活

支援サービス事業者との連絡を継続的に行います。

介護予防サービス計画及び介護予防ケアプランの実

施状況を把握するとともに、介護予防支援及び介護
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予防ケアマネジメントＡについてはおおむね３か月

に１回程度（状態の変化が著しい場合を除く）訪問

を行います。ただし、テレビ電話装置その他の情報

通信機器を活用し、以下の条件を満たした場合、6 か

月に 1 回訪問します。 

(ア) 利用者の同意を得ること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事

項について主治医、担当者その他の関係者の合

意を得ていること。 

i. 利用者の状態が安定している。 

ii. 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通

ができる（家族のサポートがある場合も含む）。 

iii. テレビ電話装置等を活用したモニタリングで

は収集できない情報について、他のサービス事

業者との連携により情報を収集する。 

また、介護予防ケアマネジメントＣの場合は、サ

ービス利用開始後１年以内に１回程度訪問し、利用

者の解決すべき課題の把握を行います。また、必要

に応じて、利用者の同意の上、介護予防サービス計

画及び介護予防ケアプランの変更及びサービス事業

者との連絡調整などを行います。 

 

 

給付管理 

 介護予防サービス計画及び介護予防ケアプランの

作成後、その内容に基づいてサービス利用票、提供

票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理

票を作成し兵庫県国民健康保険団体連合会に提出し

ます。 

ご相談 
 介護保険全般に関することについて、ご相談に応

じます。 

 

(2)  料 金 

介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費については、原則として利用者の負担

はありません。なお、費用につきましては、別紙「重要事項説明書別紙」をご参照くださ

い。             

介護予防支援費について、保険料を滞納している場合は、一旦、利用者にて全額料金を

お支払いいただき、当事業所が発行するサービス提供証明書を川西市役所福祉部介護保険

課窓口へ提出することにより、後日払い戻しとなります。 

介護予防ケアマネジメント費については、介護予防・生活支援サービスとなり、給付制

限を適用しません。 
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４．サービス提供の流れについて 

① 新規申請の場合 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 認定結果が「非該当」となった場合でも、基本チェックリストを実施し、生活機能の低

下がみられると判定された場合には、「介護予防・生活支援サービス」を利用すること

ができます。なお、基本チェックリストは、認定結果を通知した日以降に実施するこ

とができます。 

 

 

基本チェック 

リスト実施 

認定調査・主治医意見書 

要支援１･２ 

の認定  

☆状態把握・意向確認 

☆ケアプランの作成・同意 

☆評 価 

 

介護保険要介護・要支援認定申請 

非該当 

（※） 

介護予防サービス 

（介護保険給付） 

介護予防・生活支援サービス 

（介護予防・日常生活支援総合事業による給付） 
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② 更新申請の場合 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本チェックリスト実施 

認定調査・主治医意見書 

要支援１･２ 

の認定  

☆状態把握・意向確認 

☆ケアプランの作成・同意 

介護予防サービス 

（介護保険給付） 

☆評 価 

 

介護保険要介護・要支援認定申請 

６５歳以上の第１号被保険者は、更新申請前に要支援認定を受けるか、基

本チェックリストを受けるか相談し、どちらか一方を選択 

要支援認定を 

受ける方 

①第１号被保険者 

②第２号被保険者 

基本チェック 

リストを 

受ける方 

①第１号被保険者 

非該当 

（※） 

介護予防・生活支援サービス 

（介護予防・日常生活支援総合事業による給付） 
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５．相談窓口について 

 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関するご相談、要望、苦情などについて

は、下記窓口までお申し出ください。 

担当部署 明峰地域包括支援センター 

受付時間 
月曜日から金曜日 午前９時から午後５時３０分 

（休祝日、年末・年始の休業日を除く） 

連 絡 先 
電 話   ０７２－７９３－２７０３ 

ＦＡＸ  ０７２－７９３－０６３５ 

 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する苦情相談等については下記の窓

口でも受け付けています。 

担当部署 川西市福祉部介護保険課（適正化担当） 

受付時間 
月曜日から金曜日 午前９時から午後５時 

（ 休祝日、年末・年始の休業日を除く） 

連 絡 先 

電 話   ０７２－７４０－１１４９ 

ＦＡＸ  ０７２－７４０－２００３ 

所在地 川西市中央町 12 番 1 号 

 

担当部署 兵庫県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口 

受付時間 
月曜日から金曜日 午前８時４５分から午後５時１５分 

（ 祝日、および 12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

連 絡 先 
電 話   ０７８－３３２－５６１７  

所在地 神戸市中央区三宮町 1 丁目 9 番地 1-1801 

 

６．担当者等について 

(1)  担当者の利用者宅への訪問頻度の目安について 

地域包括支援センター（以下「センター」という。）の担当保健師等（以下「担当者」

という。）が、利用者の状況を把握するために、おおむね３か月に 1 回、ご自宅を訪問

します。ただし、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用し、以下の条件を満た

した場合、6 か月に 1 回ご自宅へ訪問します。 

(ア) 利用者の同意を得る。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の

関係者の合意を得ている。 

i. 利用者の状態が安定している。 

ii. 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができる（家族のサポートがある

場合も含む）。 

iii. テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他 
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のサービス事業者との連携により情報を収集する。 

介護予防ケアマネジメントＣの場合は、サービス利用開始後１年以内に１回程度、利

用者の状況を把握した上で、介護予防ケアプランの評価を行います。 

  また、利用者からご依頼がある場合や、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント

業務の遂行のうえで不可欠であると認められる場合で利用者の承諾を得た場合は、担当

者は利用者のご自宅を訪問します。 

介護予防サービス計画及び介護予防ケアプランの原案作成についてセンターが居宅

介護支援事業者に委託をする場合があります。その際にはセンターが委託した居宅介護

支援事業者の介護支援専門員が訪問します。 

 

(2)  担当者の変更 

① 担当の職員またはセンターが委託した居宅介護支援事業者の介護支援専門員の変

更を希望される場合は、「５．相談窓口」の担当部署までご連絡下さい。 

② センターの都合により、担当者が交代する場合は、交代の理由を明らかにし、利用

者の同意を得た後、新旧の担当者が同行する等し、引継ぎを行います。なお、交代後

もサービスの低下が生じないよう対応します。 

 

(3)  身分証携行義務 

   担当者は、常に身分証明書を携行し、初回訪問時および利用者またはそのご家族から

求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

７．センターの責務について 

(1)  介護予防支援サービス及び介護予防ケアマネジメントの提供内容の記録について 

利用者に提供したサービス提供の記録は、利用者との契約終了の日から５年間保管し

ます。記録については、利用者とそのご家族に限り、閲覧及び写しの交付が可能です。 

(2)  秘密保持と個人情報（プライバシー）の保護について 

  センター等の職員がサービスを提供するうえで、利用者やご家族に関して知り得た

個人情報並びに秘密事項については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な理由な

く第三者に漏らしません。ただし、円滑かつ一体的なサービス提供をするために、利用

者もしくはご家族から「個人情報使用同意書」により同意を得た場合には、サービス担

当者会議等で、利用者及びご家族の情報を提供します。 

   なお、同意書に署名をいただけない場合、サービス調整ができず一体的なサービスが

提供できない場合があります。 

 

８．緊急時の対応 

   サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他緊急の事態が発生した場合、利

用者の主治医及びご家族等に連絡するとともに、必要な対応を行います。 

 

９．医療との連携 
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当事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が入院した場合

には、担当者の氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝えください。介護予防サービ

ス事業所等から寄せられた情報や、担当職員が訪問の際に得たご自宅での生活状況を入

院先医療機関に情報伝達を行います。 

 

１０．事故発生時の対応 

  サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者のご家族、委託元のセン

ター及び川西市に連絡するとともに、必要な対応を行います。 

 

１１．契約の終了 

   次の場合には、契約は終了となります。 

(1) 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

※  基本チェックリスト実施後、介護予防・生活支援サービス事業対象者（以下、「事

業対象者」という）となった場合を除く 

(2) 利用者の要介護認定区分が、要介護と認定された場合 

(3) 利用者が、介護保険施設等に入所した場合 

(4) 利用者が、地域包括支援センター担当地区以外に転居した（住民票を移した）場合 

(5) 利用者が、被保険者としての資格を喪失した場合 

(6) 事業対象者が、１年間サービスを利用しなかった場合 

 

１２．利用者からの契約の解除 

 契約の有効期間中、利用者からこの契約を解除することができます。その場合、契約

を解除しようとする 7 日前までに担当者、または、センター等に申し出てください。た

だし、担当者、または、センター等から以下の内容の行為が見られた場合には、直ちに

契約を解除することができます。 

⑴ 正当な理由なく介護予防支援、及び、介護予防ケアマネジメントの提供を行わない

とき 

⑵ 守秘義務に違反したとき 

⑶ 破産等業務を継続する見通しが困難になったとき 

⑷ 信頼関係を維持することができない事象が発生した場合 

⑸ 前各号のほか、この契約に違反したとき 

 

１３. 事業所からの契約の解除 

 事業所は、利用者より著しい不信行為が継続的に行われ、この契約が困難となったと

判断した場合には、その理由を記載した文書を 30 日前に交付することにより、この契

約を解除することができます。 
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１４．サービス利用に関する留意事項 

センター等の職員は、利用者に対するサービス提供にあたって、次に該当する行為は

行いません。   

 医療行為 

 救急車への同乗 

 入退院時の手続きや生活用品調達などの支援 

 家事の代行業務 

 直接の身体介護 

 金銭管理 

 利用者もしくはご家族からの物品等の受領 

 飲酒及び喫煙 

 利用者もしくはご家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

 その他利用者もしくはご家族に対して行う迷惑行為 

 センターの職員の運転する車両への同乗 

 

１５．虐待防止のための措置 

高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよ

う、虐待防止に関する下記の措置を講じます。 

⑴ 虐待防止委員会の開催 

⑵ 高齢者虐待防止のための指針の整備 

⑶ 虐待防止研修の実施 

 

１６．業務継続に向けた取り組み 

 感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供

を受けられるよう、業務継続計画（BCP)を策定するとともに、当該計画に沿った研修及

び訓練を実施するよう努めます。 
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